
 

 

 

 

 

 

 

地域のニーズや課題等を把握し、施策の参考とするため、「デジタルプラットフォーム（※）」を活用し、区役所で
意見募集を実施します。お住まいの区についての「こんなまちになったらいいな」「こんなことができたらいいな」

といったご意見・アイデアをお寄せください。 
なお、今年度から、区によって特にご意見をいただきたい項目がある場合は、意見投稿ボタンを項目ごとに分

けて表示し、より投稿しやすくしました。 
※デジタルプラットフォーム 

分野や目的等に応じて市民、行政、企業など様々な主体を結びつけるために、インターネット上に設けられ
る「場」を指し、当事業では市民の皆様のご意見を伺う「場」として活用します。  

実施期間 
令和８年６月１日（月）10 時 00 分 ～ 令和８年６月 30 日（火）23 時 59 分 

意見投稿ができる方 
横浜市在住の方 （お住まいの区に関するご意見・アイデアをお寄せください。） 

投稿先（意見募集プラットフォーム名） 

Surfvote
サ ー フ ボ ー ト

 【事業者：横浜市デジタルプラットフォーム JV（Polimill 株式会社・株式会社トラストアーキテクチャ）】 

  意見投稿には「Surfvote」へのユーザー登録が必要です。下記の手順に沿って登録の上、 
ご投稿ください。 

（意見投稿ページ URL : https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/kocho/dp/dp.html） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

お問合せ先 

【区役所での意見募集に関すること】市民局区政イノベーション推進課長 喜内 Tel 045-671-2048 

【意見募集プラットフォームに関すること】市民局広聴相談課長 佐野 Tel 045-671-2301 

 
 
 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 
市 民 局 区 政 支 援 部 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

１ 意見募集の概要 

２ 投稿方法 

横浜市ウェブページにアク

セス後、各区意見募集ペー

ジにアクセスする。 

01 
S T E P 

Surfvote で、アカウント

作成（Surfvote ユーザー登録）

を行い、ログインをする。 

02 
S T E P 

03 
S T E P 

ご自身がお住まいの区の

意見募集ページに意見を 

投稿する。 

04 
S T E P 

※ 

 

※ 氏名 / 住所 / 電話番号 / 
  メールアドレス / 年齢 

裏面あり 
※ サイト内の「プライバシーポリシー」及び「利用規約」をご確認いただき、同意の上、ご参加ください。 

※ 投稿した意見は、他の投稿者も 

  見ることができます。 ※ 追加項目で登録された内容は 
公表されません。 

 

区役所で「デジタルプラットフォーム」を活用した 

意見募集を実施します！ 

各区意見募集ページでの 

意見投稿時に、追加項目を

登録し、本人確認を行う。 

 

＼あなたのご意見・アイデアで、お住まいの区をもっと良くしませんか？／ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/kocho/dp/dp.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「Surfvote（サーフボート）」の使用方法 

Surfvote では、さまざまな政策や課題（イシュー）について知り、自分の考えや立場に基づき 

意見・アイデアを投稿し、他の人の意見を傾聴し評価することもできます。 

別紙 

※ 区に関するご意見は、「市民からの提案」などでも、引き続きお寄せいただけます。 

⑤  ④で登録したメールアドレスに送付された 

本人確認メールを開き、認証 URL を 

クリックし、本人確認を完了する。 

① 表面の二次元コードの読み取り、または検索ワード 

「横浜市 デジタルプラットフォーム」で本市ウェブページに

アクセス後、「各区意見投稿ページ」からお住まいの区名を

クリックする。 

④ 追加項目 （ 氏名 / 住所 /  

電話番号 /メールアドレス /  

年齢 ） の登録を行う。 

※ 追加項目で登録された内容は 

公表されません。 

意見投稿の画面イメージ 

② ユーザーの新規登録を行い、ログインをする。 

＜意見投稿ページに遷移＞ 

⑥  意見投稿画面で意見を入力する。 

居住に関するご意見・アイデアをお寄せください 

③ 意見投稿ページで投稿したい選択肢をクリック

する。 

※今年度より、項目ごとに選択肢が表示され、意見

が投稿しやすくなりました。 

居住に関するご意見・アイデアをお寄せください 




